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令和３年度「ICT による地域課題の解決マッチング会」 

地域課題解決案公募要領 

 

１．目的  

多くの地域において、解決すべき様々な地域課題が山積しており、デジタル技術を活

用した解決が期待されています。   

さらに、今般の新型コロナウィルス感染症の対応等により、様々な分野でデジタル化

の遅れなどの課題が一層浮き彫りになっています。 

地域における地方創生の主要な推進主体である地方公共団体において、デジタル技術

の活用を進めていくことが地域のデジタル・トランスフォーメーション（DX）※１推進に

不可欠です。 

しかし、地方公共団体においては、デジタル技術を活用した地域課題の解決を図るこ

とのできるデジタル人材が不足している等の理由により、概して地域における DX は遅

れているのが実情です。 

上記の状況を踏まえ、国の地方行政機関等で構成する「東海地域デジタル化推進フォ

ーラム※２」（以下「フォーラム」という。）では、東海地域の地方公共団体が抱える地域

課題を ICT(デジタル技術)により解決することを目的に、地方公共団体が抱える地域課

題に対し、企業・大学等から ICT による課題解決案を提案してもらう「ICT による地域

課題の解決マッチング会」（以下「マッチング会」という。）の開催を図ることとします。 

※１ ICT の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること。 

※２ 東海地域におけるデジタル化の推進を目的に、国、地方公共団体、大学、経 

済界・産業界等が参画し、令和３年１月１４日に発足。 

URL https://www.soumu.go.jp/soutsu/tokai/kohosiryo/2021/0114.html 

（東海総合通信局ホームページ） 

 

２．開催イメージ 

① まず東海４県（岐阜、静岡、愛知、三重）の地方公共団体から地域での課題を公

募し、提出された地域課題を確認の上、事務局にて取りまとめます。 

② 上記①で提出された地域課題について、ICT を利活用した課題解決案を企業や大

学などから公募し、提出された課題解決案を確認の上、事務局にて取りまとめま

す。 

③ 地方公共団体に対して、上記②で応募のあった課題解決案を提示し、地方公共団

体がマッチング会の開催に同意したものについて、双方で意見交換等を行うマッチ

ング会を開催します。この際、地域課題に関係するフォーラム構成機関である国の

地方行政機関も必要に応じオブザーバーとして参加し、支援施策等の個別相談を受

け付けられる体制とします。 

https://www.soumu.go.jp/soutsu/tokai/kohosiryo/2021/0114.html
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３．今回の公募概要  

（１）公募する内容（地域課題解決案） 

公募する地域課題解決案は、地方公共団体から応募のあった地域課題に対する

「ICT を利活用した具体的なシステム提案、研究・実証提案等」とします。 

（２）公募対象  

民間企業、大学、NPO 法人等 

（３）公募期間 

令和３年１１月１５日（月）～１２月１５日（水） 

 

４．応募方法 

以下の書類をメールでご提出ください 。メールの件名は「令和３年度地域課題解

決案応募（整理番号○）」（◯は、別紙１の対応課題の整理番号）としてください。

（郵送・持ち込みは不要。） 

ご提出いただいた提案書等の資料は、提案先の地方公共団体及びフォ－ラムの

国・県の構成機関を除き、非公表とする予定です。 

＜提出書類＞  

・令和３年度「ICT による地域課題の解決マッチング会」地域課題解決案提案書  

・その他補足資料（５枚程度まで（様式適宜）） 

（提案書及び補足資料は、地域課題ごとにご提出ください。） 

（補足資料の作成にあたっては、専門家以外の方にも分かりやすい資料となるよ 

う、ご留意願います。） 

  ＜提出先＞ 

東海地域デジタル化推進フォーラム事務局 

（総務省東海総合通信局 情報通信連携推進課 研究開発推進担当） 

メール：tokai-renkei-kenkyu@soumu.go.jp 

 

５．審査 

（１）審査方法 

応募のあった地域課題解決案については、事務局及び提案先の地方公共団体

が、（２）の審査基準に基づいた審査を行います。審査の結果については、事務局

から応募団体（地域課題解決案の提案団体）の担当者宛にご連絡いたします。 

（２）審査基準 

下記の審査基準及び対象の地方公共団体の意向を基に、総合的に審査します。 

① 提案内容：地方公共団体が抱える地域課題に対応した提案であること。 

② ICT の利活用：ICT を利活用した提案であること。 

③ 実現性：解決方法、実施期間、経費等が実現性のある提案であること。 
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６．ICT による地域課題の解決マッチング会 

（１）開催日程 

地方公共団体、応募団体（地域課題解決案の提案団体）※３及びオブザーバーの

日程を調整の上、開催日を確定いたします。 

（２）実施方法 

応募団体（地域課題解決案の提案団体）※３から対象の地方公共団体に対してプ

レゼンテーションを行っていただきます。その際、フォーラム構成機関等のう

ち、関係する国・県の構成機関が、オブザーバーとして参加することがありま

す。 

マッチング会の開催方法(対面・オンライン等)については、地方公共団体、応募団

体（地域課題解決案の提案団体）※３の要望を勘案し決定するものとし、その都

度、開催方法を調整いたします。 

なお、本マッチング会は、非公開で開催する予定です。 

※３ 応募団体については、「５．審査」で選定された団体に限ります。 

 

７．今後のスケジュール（予定）  

 ・令和３年１１月１５日～１２月１５日 企業や大学などからの解決案の公募 

 ・令和４年１月下旬頃 順次「ICT による地域課題の解決マッチング会」を開催 

※新型コロナウィルス感染症の影響等により、急遽変更となる場合があります。 

 

８．留意事項  

・応募された場合、原則マッチング会への参加をお願いします。なお、マッチング会は

非公開で実施する予定です。 

・地域課題に対する解決案については、あくまでも１つの提案となります。応募のあっ

た課題解決案の取扱いについては、地方公共団体に委ねられており、導入等に進むこ

とまで両者にお願いするものではありません。 

・本取組は、フォーラムを構成する各機関（国の地方行政機関）からの補助金等の支援

をお約束するものではありません。 

 

 

９．問合せ先 

東海地域デジタル化推進フォーラム事務局 

（東海総合通信局 情報通信連携推進課 研究開発推進担当） 

 電 話：052-971-9316 

メール：tokai-renkei-kenkyu@soumu.go.jp 

 




